
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　胴部と、
　前記胴部の中心軸線のまわりで回転可能に前記胴部に装着され周方向に沿って規則的な
角度間隔で凹凸を備えたべゼルと、
　前記胴部によって支持された少なくとも一つの円弧状の基台部、該基台部と協働して環
を形成すべく前記少なくとも一つの基台部の円弧の隣接端部をつなぐ少なくとも一つの円
弧状のばね部及び該ばね部の円弧の中間においてべゼルに向かって突出し前記べゼルの凹
凸に弾性的に係合する係合突起部を備えた環状ばね構造体と、
　前記べゼルの回転を許容する回転許容位置と前記べゼルの回転を禁止する回転禁止位置
との間で可動に前記胴部に装着されたストッパと
を
　

有す
る回転式べゼル装置。
【請求項２】
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有し、
前記ストッパが、前記回転許容位置と前記回転禁止位置との間で前記べゼルに対して近

接離間可能で、且つ周方向に延びた被係合部を備え、係合部で前記ストッパの前記被係合
部に係合し且つ前記胴部に対して螺旋溝で螺合された環状のストッパ変位手段を更に

胴部と、
前記胴部の中心軸線のまわりで回転可能に前記胴部に装着され周方向に沿って規則的な

角度間隔で凹凸を備えたべゼルと、



　

　

　
回転式べゼル装置。

【請求項３】
　前記ストッパが前記回転禁止位置にある際、前記ばね構造体のばね部の中間にある前記
係合突起部と前記べゼルの凹凸との係合が解除されるのを禁止する係合解除禁止突起部を
前記ストッパが備え、前記ストッパが前記回転許容位置にある際、前記ストッパの前記係
合解除禁止突起部は前記係合突起部と前記べゼルの凹凸との係合の解除を許容する位置に
後退する請求項 に記載の回転式べゼル装置。
【請求項４】
　前記ばね構造体がばね部の背面側に凹部を備え、前記ストッパが前記回転禁止位置にあ
る際、前記ストッパの前記係合解除禁止突起部が前記ばね構造体の凹部に係合する請求項
３に記載の回転式べゼル装置。
【請求項５】
　前記ストッパが前記回転禁止位置にある際、前記べゼルの凹凸に係合する前記回転禁止
突起を前記ストッパが備える請求項 に記載の回転式べゼル装置。
【請求項６】
　前記ばね構造体が切欠部を備え、前記ストッパの前記回転禁止突起が前記ばね構造体の
切欠部を通って前記べゼルの凹凸に延びる請求項 ５に記載の回転式べゼル装置。
【請求項７】
　請求項１から６までのいずれか一つの項に記載の回転式べゼル装置を備えた携帯時計で
あって、胴部が該時計の胴である携帯時計。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ダイバーズウオッチの如き回転べゼル付携帯時計に用いられるに適した回転式
べゼル装置及びこれを備えた携帯時計に係わる。
【０００２】
【従来の技術】
胴部の中心軸線まわりで回転可能に胴部に装着され周方向に沿って一定の角度間隔で凹凸
を備えたべゼルとべゼルの回転に際してクリック感を与えるべく突起部においてべゼルの
凹凸の窪みに弾性的に係合可能に胴部に装着されたばねとを備えたダイバーズウオッチな
どの回転ベゼル付携帯時計は、知られている。この種の携帯時計では、ベゼルには、周方
向に目盛が付されており、例えば、潜水開始時にべゼルの目盛の原点ないし始点を潜水開
始時点の針（例えば分針）位置に合わせるようにベゼルを回転させておいて、潜水を開始
する。この場合、潜水時間は、時計の分針の位置等をべゼルの目盛で読むことにより直接
視認可能になる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、この種の従来の回転ベゼル付携帯時計では、ベゼルに不測の外力がかかっ
た場合には、べゼルの凹凸の窪みの側壁によってばねの突起部が該窪みから押出されべゼ
ルの窪みとばねの突起部との間の係合が解除されて、ベゼルが回転してしまう虞れがあっ
た。その結果、潜水中に、潜水時間を正確に知ることができなくなるなどの虞れがあった
。
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前記胴部によって支持された少なくとも一つの円弧状の基台部、該基台部と協働して環
を形成すべく前記少なくとも一つの基台部の円弧の隣接端部をつなぐ少なくとも一つの円
弧状のばね部及び該ばね部の円弧の中間においてべゼルに向かって突出し前記べゼルの凹
凸に弾性的に係合する係合突起部を備えた環状ばね構造体と、

前記べゼルの回転を許容する回転許容位置と前記べゼルの回転を禁止する回転禁止位置
との間で可動に前記胴部に装着されたストッパと
を有し、

前記ストッパが前記回転禁止位置にある際、前記べゼルの凹凸に係合する前記回転禁止
突起を前記ストッパが備える

１

１

２又は



【０００４】
本発明は前記諸点に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、位置決めされた
後で不測の回転が生じる虞れの実際上ない回転式べゼル装置及び該回転ベゼル装置を備え
た携帯時計を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明の回転式べゼル装置は、前記目的を達成すべく、胴部と、該胴部の中心軸線のまわ
りで回転可能に胴部に装着され周方向に沿って規則的な角度間隔で凹凸を備えたべゼルと
、胴部によって支持された少なくとも一つの円弧状の基台部、該基台部と協働して環を形
成すべく前記少なくとも一つの基台部の円弧の隣接端部をつなぐ少なくとも一つの円弧状
のばね部及び該ばね部の円弧の中間においてべゼルに向かって突出しべゼルの凹凸に弾性
的に係合する係合突起部を備えた環状ばね構造体と、べゼルの回転を許容する回転許容位
置とべゼルの回転を禁止する回転禁止位置との間で可動に胴部に装着されたストッパとを
有する。
【０００６】
本発明の回転式べゼル装置では、「胴部によって支持された少なくとも一つの円弧状の基
台部と、該基台部と協働して環を形成すべく前記少なくとも一つの基台部の円弧の隣接端
部をつなぐ少なくとも一つの円弧状のばね部と、該ばね部の円弧の中間においてべゼルに
向かって突出しべゼルの凹凸に弾性的に係合する係合突起部とを備えた環状ばね構造体」
が設けられているので、べゼルが回転される際、環状ばね構造体のばね力に抗して該ばね
構造体の突起部とべゼルの凹凸の凹部との係合が解除されるときに抵抗感が付与される。
該突起部が凹凸の凸部を越えてばね部のばね力で次の凹部に嵌り込むときには、抵抗感が
実際上なくなることより、全体としてクリック感が得られる。しかも、本発明の回転式べ
ゼル装置では、特に、「べゼルの回転を許容する回転許容位置とべゼルの回転を禁止する
回転禁止位置との間で可動に胴部に装着されたストッパ」が設けられているので、べゼル
が回転されて所定位置に位置決めされた後、ストッパが回転禁止位置に設定されると、べ
ゼルの不測の回転が禁止され得る。ここで、べゼルを回転させる際には、ストッパが、回
転許容位置に設定されることになる。
【０００７】
なお、本発明の回転式べゼル装置では、ばね構造体が環状であって円弧状ばね部が基台部
の隣接端部につながっているので、円弧状ばね部はその両端で基台部によって支持される
ことになるから、ばねが片持ちの場合と比較して円弧状ばね部の支持がより安定になる。
【０００８】
基台部及び円弧状ばね部は夫々少なくとも一つあればよいけれども、環の安定性のために
は、少なくとも二箇所、典型的には環の二又は三箇所に典型的には各要素の周方向中央部
が１８０度又は１２０度の等角度間隔で位置するように交互に配置される。これによって
、環に関して平均的にバランスよく力がかかり得る。
【０００９】
本発明の回転式べゼル装置では、典型的には、「ストッパが、回転許容位置と回転禁止位
置との間でべゼルに対して近接離間可能で、且つ周方向に延びた被係合部を備え、係合部
でストッパの被係合部に係合し且つ胴部に対して螺旋溝で螺合された環状のストッパ変位
手段」が更に設けられる。従って、螺旋溝で胴部に係合された環状のストッパ変位手段を
胴部に対して回転即ち回動変位させることにより、環状のストッパ変位手段を胴部に対し
て回転中心軸線の延在方向に（平行に）変位させ、これにより、ストッパ変位手段の係合
部に被係合部で係合されたストッパを回転中心軸線の延在方向に変位させ得る。従って、
ストッパをべゼルに対して近接離間させ、ストッパを回転許容位置と回転禁止位置との間
で移動させ得る。即ち、本発明の回転式べゼル装置では、典型的には、環状のストッパ変
位手段を回すことにより、ストッパを回転許容位置と回転禁止位置との間で移動させ得る
。なお、「螺旋溝による螺合」は、いわゆるねじ部による螺合に限られず、回転を並進に
変換し得る形状での係合であれば、どのようなものでもよい。
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【００１０】
ここで、べゼルの凹凸にストッパが直接係合してべゼルの回転を規制するようになってい
ても、ストッパが環状ばね構造体を介してべゼルの凹凸に係合し間接的にべゼルの回転を
規制するようになっていてもよい。
【００１１】
前者の場合、ストッパが回転禁止位置にある際、べゼルの凹凸に係合する回転禁止突起を
ストッパが備える。その場合、典型的には、ばね構造体が切欠部を備え、ストッパの回転
禁止突起がばね構造体の切欠部を通ってべゼルの凹凸に延びる。ここで、ばね構造体の切
欠部は、典型的には、貫通孔であるけれども、溝であってもよい。
【００１２】
後者の場合、ストッパが回転禁止位置にある際、ばね構造体のばね部の中間にある係合突
起部とべゼルの凹凸との係合が解除されるのを禁止する係合解除禁止突起部をストッパが
備え、ストッパが回転許容位置にある際、ストッパの係合解除禁止突起部は係合突起部と
べゼルの凹凸との係合の解除を許容する位置に後退する。その場合、ばね構造体の係合突
起部をべゼルの回転規制用に併用し得る。また、この場合、典型的には、ばね構造体がば
ね部の背面側に凹部を備え、ストッパが回転禁止位置にある際、ストッパの係合解除禁止
突起部がばね構造体の凹部に係合する。これによって、ストッパの係合解除禁止突起部を
幅広にすることが可能になり、該幅広の係合解除禁止突起部によってばね構造体の背面側
凹部を介してばね構造体の回転を規制し、べゼルの回転を禁止することが容易に行われ得
る。
【００１３】
以上のような回転式べゼル装置は、典型的には、ダイバーズウオッチの如きウオッチのよ
うな携帯時計に組込まれる。その場合、べゼル装置の胴部は、典型的には、携帯時計自体
の胴部をなす。但し、場合によっては、他の機器にこの回転べゼル装置が組込まれてもよ
い。
【００１４】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の好ましい実施の形態のいくつかを添付図面に示した好ましい実施例に基づ
いて説明する。
【００１５】
【実施例】
図１から図６には、本発明による好ましい一実施例の回転式べゼル装置１を備えた携帯時
計２が示されている。
【００１６】
携帯時計２はリング状の胴２０を備える。胴２０は、図５の（ａ）及び図２からわかるよ
うに、ほぼ円筒状の胴本体部２１と、胴本体部２１の下端部すなわち裏側端部２２から半
径方向外向きに突出した肉厚のフランジ状部２３とを有する。胴２０の前面側には、シー
ル用のパッキン１１を介してガラス板１０が嵌着され、裏面側には、裏蓋１２が螺着され
ている。１３もシール用のパッキンである。胴２０、ガラス板１０及び裏蓋１２によって
形成された水密な室１４には、中枠１５に支持されたムーブメント１６が中央部に、文字
盤１７や針１８が前面側に、電池１９などが裏面側に配設・収容されている。
【００１７】
胴２０のフランジ状部２３はその前面２４に環状凹部２５を有し、環状凹部２５の外側壁
２６には、雌ねじ部２７が形成されている。
【００１８】
胴２０の円筒状本体部２１のうち下側の拡径円筒状部２８には、リング状ないし環状のク
リックばね４０が遊嵌されている。クリックばね４０は、図３の（ａ）及び（ｂ）に示し
たように、三つの円弧状の基台部４１ａ、４１ｂ、４１ｃ（相互に区別しないときや総称
するときには符号４１で示す）と、基台部４１ａ、４１ｂ、４１ｃの隣接端部をつなぐ三
つの円弧状のばね部４２ａ、４２ｂ、４２ｃ（相互に区別しないときや総称するときには
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符号４２で示す）と、各ばね部４２ａ、４２ｂ、４２ｃの円弧の中央において前面側にＡ
１方向に突出した係合突起部としてのクリック感付与突起部４３ａ、４３ｂ、４３ｃ（相
互に区別しないときや総称するときには符号４３で示す）とを有する。ここで、三つの基
台部４１ａ、４１ｂ、４１ｃ、三つのばね部４２ａ、４２ｂ、４２ｃ及び三つの係合突起
部４３ａ、４３ｂ、４３ｃは、夫々、相互に同一の形状を有し、クリックばね４０は、中
心軸線を中心として、１２０度の回転に対して対称である。図３の（ａ）からわかるよう
に、円弧状ばね部４２は、円弧状基台部４１と共通の外側円筒状周面４４を有し、半径方
向内側では、周面４５に沿って凹部４６を形成するように円弧状に切欠かれている。その
結果、円弧状ばね部４２の半径方向の厚さは、円弧状基台部４１の半径方向の厚さよりも
薄い。また、図３の（ｂ）からわかるように、円弧状ばね部４２は円弧状基台部４１と共
通の軸線方向前端面４７を有し、軸線方向背面側では、端面４８に沿って凹部４９を形成
するように円弧状に切欠かれている。その結果、円弧状ばね部４２の軸線方向の厚さ（長
さ）は、円弧状基台部４１の軸線方向の厚さよりも薄い。従って、円弧状ばね部４２は、
円弧状基台部４１と比較して半径方向及び軸線方向の切欠きないし凹部４６、４９を有す
ることにより、剛性が低く、当該低剛性部分４２において選択的に弾性変形可能になって
いる。なお、クリックばね４０の内周面４０ｉ及び背面側（裏側）端面４０ｒは、円弧状
基台部４１の内周面４１ｉ及び背面側端面４１ｒに一致している。従って、クリックばね
４０は、背面側端面４０ｒにおいて胴２０のフランジ状部２３の前面２４のうち環状溝２
５よりも半径方向内側の部分２４ｕに当接可能な状態で、内周面４０ｉが胴２０の拡径円
筒状部２８にほぼ接するように、胴２０に嵌合されている。
【００１９】
ばね部４２は、リング状クリックばね４０のうち周方向の三箇所に形成される代わりに、
二箇所や四箇所でもよく、場合によっては、一箇所のみでもよい。また、ばね部４２及び
基台部４１が複数個形成される場合、典型的には、複数個の夫々は相互に同一であるけれ
ども、場合によっては、少なくとも一部又は全てが相互に異なる形状であってもよい。
【００２０】
図５の（ａ）及び図２からわかるように、胴２０のフランジ状部２３の環状凹部２５には
、中心軸線Ｃの延在方向と平行に前後方向Ａ１、Ａ２方向に移動可能に、環状ストッパ５
０が配設されている。環状ストッパ５０は、図４の（ａ）及び（ｂ）に示したように、環
状のストッパ本体部５１と、環状ストッパ本体部５１の前端面５２の周方向の三箇所から
前方Ａ１に突出した突起部５３ａ、５３ｂ、５３ｃ（相互に区別しないときや総称すると
きには符号５３で示す）と、ストッパ本体部５１の外周面５４の後端近傍に形成された被
係合部としての環状溝５５と、ストッパ本体部５１の内周面５６の周方向の三箇所から半
径方向内向きに突出した突起部５７ａ、５７ｂ、５７ｃ（相互に区別しないときや総称す
るときには符号５７で示す）とを有する。突起部５７は、胴２０の環状凹部２５の内周面
３１のうち周方向に関して突起部５７に対応する箇所に形成された前後方向Ａ１、Ａ２に
延びるスプライン溝３２に係合する。すなわち、図示の例のように、突起部５７が１２０
度間隔で三つ（５７ａ、５７ｂ、５７ｃ）設けられている場合には、スプライン溝３２も
１２０度間隔で三箇所に設けられ、該溝３２に突起部５７で係合したストッパ５０は、周
方向Ｂ１、Ｂ２の回転が禁止された状態で前後方向Ａ１、Ａ２に移動可能に支えられる。
突起部５７は周方向に間隔をおいて二箇所以上あることが好ましく、突起部５３の周方向
配置とは独立であってもよい。但し、周方向からみた力や変形のバランスを保ったり、装
着される際の向きの制約を最小限にするためには、図４の（ａ）に示したように、周方向
に等間隔に且つ隣接突起部５３に対して所定の相対配置で位置し、中心軸線Ｃのまわりで
の回転に対して対称な形状であることが好ましい。突起部５７は、ストッパ５０の周方向
回転を禁止するに適した形状であればよく、例えば、平面形状が、図４の（ａ）に示した
ようにドーム状ないし円弧状である代わりに、角のある四角形状や三角形状などでもよい
。また、ストッパ５０が十分な機械的な強度を備え得る場合には、ストッパ５０の内周面
５６に前後方向Ａ１、Ａ２に延在するスプライン凹部を形成し、胴２０の環状溝２５の周
面３１に前後方向Ａ１、Ａ２に延在するスプライン突条を形成しておいてもよい。
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【００２１】
環状ストッパ５０の突起部５３すなわち突起部５３ａ、５３ｂ、５３ｃは、クリックばね
４０の背面側凹部４９と丁度嵌り合う位置で、且つ丁度嵌り合う形状を有する。すなわち
、凹部４９が周方向に１２０度間隔で三箇所にある場合には、突起部５３も周方向に１２
０度間隔で三箇所にある。また、突起部５３の周方向長さは凹部４９の周方向長さとほぼ
同じか該長さよりも僅かに小さい。一方、突起部５３の前方Ａ１への突出長は、典型的に
は、凹部４９のＡ１方向深さよりも大きい。従って、環状ストッパ５０は、突起部５３の
先端５８がクリックばね４０の凹部４９の底面４８に実際上当接してばね部４２の背面Ａ
２側へのＧ１方向の撓み変形を禁止する位置Ｅ２（図６）と突起部５３の先端５８がクリ
ックばね４０の凹部４９の底面４８から十分に離れてばね部４２の背面Ａ２側への撓み変
形を許容する位置Ｅ１（図５）との間で、前後方向Ａ１、Ａ２に移動可能である。なお、
突起部５３の前方Ａ１への突出長は凹部４９のＡ１方向深さと同程度でもよい。
【００２２】
胴２０の環状凹部２５の外周側領域には、ストッパ変位手段としてのねじリング６０が配
設されている。ねじリング６０は、小径円筒状部６１と、小径円筒状部６１の前側端部に
つながった大径円筒状部６２と、小径円筒状部６１の後側ないし背面側端部の内周面から
半径方向内向きに突出した環状突起部６３とを有する。環状突起部６３は、ストッパ５０
の環状溝５５に係合し、ねじリング６０が前後方向Ａ１、Ａ２に移動される際、突起部６
３と溝５５との係合を介して、ストッパ５０を、係合解除許容位置Ｅ１（図５の（ａ）及
び（ｂ））とストッパ５０の突起部５３の頂面５８がクリックばね４０の凹部４９の底面
４８のＧ１方向の後退を禁止する係合解除規制位置Ｅ２（図６の（ａ）及び（ｂ））との
間で、前後方向Ａ１、Ａ２に移動させる。なお、ストッパ５０の環状溝５５の背面側の壁
部５５ａの背面の隅部及び突起部６３の前面側の隅部は、突起部６３の溝５５への嵌込み
を可能にすべく面取りされている。ねじリング６０の小径円筒状部６１の外周面には雄ね
じ部６４が形成され、雄ねじ部６４は、胴２０のフランジ状部２３の雌ねじ部２７に螺合
されている。従って、ねじリング６０を胴２０に対してＢ１、Ｂ２方向に回転させると、
ねじリング６０は、胴２０に対して例えばＡ１、Ａ２方向に移動され、更に、部位５５、
６３での係合により、ストッパ５０をＡ１、Ａ２方向に移動させる。ねじリング６０の大
径円筒状部６２は、その背面側端面で胴２０のフランジ状部２３の前面２４のうち外側部
分２４ｐに当接可能であり、更に、ローレット加工により形成されたスベリ止め用の縦溝
６６を外周面６５に多数備える。従って、ねじリング６０をＢ１、Ｂ２方向に回転させる
ためには、ねじリング６０の大径円筒状部６２の外周面６５に指先を当ててねじリング６
０を回せばよい。
【００２３】
胴２０の円筒状部２１には、胴２０に対してＢ１、Ｂ２方向に回転可能に、ベゼル７０が
嵌合されている。べゼル７０は、内周縁の突起７１において胴２０の円筒状部２１の突起
２１ａに係合して抜止めされている。７２は、べゼル６０のガタツキを防ぐためのリング
である。べゼル７０は、底壁７３に凹凸としての環状凹部７４を備え、凹部７４の底面７
５は、頂部７４ａ及び谷部７４ｂに水平面７５ａ、７５ｂを有すると共に頂部水平面７５
ａ及び谷部水平面７５ｂをつなぐ傾斜面７５ｃ、７５ｄを有する。なお、図示の例では、
頂部水平面７５ａは底壁７３の水平面７３ａと実際上面一になっており、この場合、多数
の実質的に同一形状の窪み７６が全体として凹凸としての環状凹部７４を形成するように
等間隔で円形に並んでいることになる。但し、頂部水平面７５ａは底壁７３の水平面７３
ａと面一でなくてもよく、その場合、好ましくは、水平面７３ａよりも奥に位置する。
【００２４】
傾斜面７５ｃ、７５ｄ及びこれらの間の谷部水平面７４ｂにより規定される窪み７６は、
例えば、図５の（ｂ）や図６の（ｂ）に示したように、クリックばね４０の係合突起部４
３の先端側の大半の部分が嵌込むようなほぼ相補的な形状を有する。べゼル７０の窪み７
６が開口側程拡がるような傾斜面７５ｃ、７５ｄを備えると共にクリックばね４０の係合
突起部４３が中央部４３ａから離れるほどＢ１、Ｂ２方向に拡がる相補的形状の傾斜部４
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３ｃ、４３ｄを備えるので、図５の（ａ）及び（ｂ）に示したように、ストッパ５０の突
起部５３の頂面５８がクリックばね４０の凹部４９の底面４８から離れた係合解除許容位
置Ｅ１に位置する場合、べゼル７０がＢ１又はＢ２方向に回転されると窪み７６の傾斜面
７５ｃ又は７５ｄがクリックばね４０の係合突起部４３の傾斜部４３ｃ又は４３ｄを窪み
７６の外に向かってほぼＧ１方向に押し出す。このとき、ばね４０の円弧状ばね部４２は
、図５の（ｂ）において想像線で示したように、凹部４９の底面４８がストッパ５０の突
起５３の頂面５８に接するか近接するように、撓み変形する。一方、べゼル４０のＢ１ま
たはＢ２方向の回転に伴って、ばね４０の両持ちばね部４２のうちＧ２方向に弾性偏倚さ
れた係合突起部４３の頂部４３ａがべゼル７０の鋸歯状歯状の頂部７５ａを乗り越えると
、ばね部４２の弾性により、係合突起部４３がべゼル７０の次の窪み７６にＧ２方向に嵌
り込む。従って、べゼル７０は、クリック感がある状態で、Ｂ１、Ｂ２方向に回転可能で
ある。
【００２５】
一方、ねじリング６０のＢ１方向回転により、図６の（ａ）及び（ｂ）に示したように、
該ねじリング６０の突起部６３に環状溝部５５で係合したストッパ５０をその突起部５３
の頂面５８がクリックばね４０の凹部４９の底面４８に近接する係合解除禁止位置Ｅ２に
位置せしめた場合、べゼル７０のＢ１、Ｂ２方向回転は禁止される。すなわち、べゼル７
０をＢ１又はＢ２方向に回転させ窪み７６の傾斜面７５ｃ又は７５ｄによってクリックば
ね４０の係合突起部４３の傾斜部４３ｃ又は４３ｄをＧ１方向に窪み７６の外に向かって
押出そうとしても、ばね４０の円弧状ばね部４２は、図６の（ｂ）からわかるとおり、凹
部４９に底面４８まで嵌ったストッパ５０の突起５３でＧ１方向変位が禁止されているの
で、ばね部４２が弾性変形されないから、べゼル７０はＢ１方向にもＢ２方向にも回転さ
れ得ない。
【００２６】
なお、べゼル７０の表面７７には、目盛７８が付されている。従って、例えば、潜水を開
始する前に、ねじリング６０をＢ２方向に回しストッパ５０を係合解除許容位置Ｅ１にＡ
２方向に移動させておいて、べゼル７０の目盛７８の原点位置７８ａを例えば潜水開始時
点の時刻（図示の例では分針の位置）にあわせるように回転させておく。べゼル７０の目
盛７８の原点位置７８ａに位置決めが完了したら、ねじリング６０をＢ１方向に回しスト
ッパ５０を係合解除禁止位置Ｅ２にＡ１方向に移動させる。これによって、べゼル７０の
不測の回転が禁止される。従って、潜水開始後の時間がわかることになる。なお、目盛７
８を反時計回りに付けておいて、潜水時間の代わりに残りの許容潜水時間が時計の針の位
置から直接視認可能にしておいてもよい。図１において、７９は、べゼル７０を回転させ
る際、指先を当てるスベリ止を兼ねた凹凸からなる飾り縁で、ローレット加工等で形成さ
れている。
【００２７】
以上の如く構成された本発明による好ましい第一実施例の回転式べゼル装置１を備えた携
帯時計２がダイバーズウオッチからなる場合、潜水などの開始前に、回転式べゼル装置１
のべゼル７０を現在時刻又は潜水開始予定時刻に合わせる。
【００２８】
このために、まず、ねじリング６０をＢ１方向に回してＡ２方向に移動させることにより
、被係合部としての環状溝５５が係合部としての突起部６３に係合されたストッパ５０を
図５の係合解除許容位置ないしアンロック位置Ｅ１に設定する。
【００２９】
次に、べゼル７０のスベリ止付き飾り縁（ローレット加工部）７９を指先でつまんで、べ
ゼル７０の目盛７８の始点７８ａが、現在時刻又は潜水開始予定時刻における分針の位置
に一致するところまで、べゼル７０を胴２０に対してＢ１方向又はＢ２方向に回転させる
。この回転方向としては、例えば、回し易い方向やそのときの始点７８ａの位置から指定
すべき位置までの角度が小さい方を選べばよい。万一、所定位置を越えて回し過ぎた場合
には、逆方向に僅かに回転させて所定位置に合わせればよい。ストッパ５０が位置Ｅ１に
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ある場合には、クリックばね４０のばね部４２の凹部４９の底面４８とストッパ５０の突
起部５３の頂面５８との間に間隙があるので、クリックばね４０のばね部４２がＧ１方向
に撓み得るから、べゼル７０は、その窪み７６の傾斜面７５ｄ又は７５ｃでクリックばね
４０の先端係合部４７の対応する傾斜部４３ｃまたは４３ｄをほぼＧ１方向に押してばね
部４２をＧ１方向に撓ませながら、Ｂ１又はＢ２方向に回転され得る。この回転の際、べ
ゼル７０が所定ピッチ（角度）回転されるごとに、クリックばね４０の先端係合部４３が
べゼル７０の底面７３の凹凸７４の窪み７６に入ったり出たりするので、べゼル７０のＢ
１又はＢ２方向回転に際して、所望のクリック感が得られる。このようにして、クリック
ばね４０の先端係合部４３がべゼル７０の窪み７６に丁度嵌込むように窪み７６に係合す
る位置においてべゼル７０の所望位置への回転ないし位置決めが完了する。
【００３０】
次に、ねじリング６０のローレット溝６５に指を当ててねじリング６０をＢ１方向に回し
、ねじリング６０の小径円筒状部６１の頂面６１ａがべゼル７０の底面７３に近接すると
ころまでねじリング６０をＡ１方向に移動させ、ストッパ５０の係合突起部５３が、クリ
ックばね４０の凹部４９の底面４８に近接又はほぼ当接するまで胴２０に対してストッパ
５０をＡ１方向に移動させることにより、ストッパ５０を係合解除許容位置（アンロック
位置）Ｅ１から係合解除禁止位置（ロック位置）Ｅ２に移動させる。これによって、スト
ッパ５０は、底部の係合突起部５３がクリックばね４０のばね部４２の背面の凹部４９に
丁度嵌りこんで位置決めされる。
【００３１】
ストッパ５０が位置Ｅ２に達すると、図６の（ａ）及び（ｂ）からわかるように、ストッ
パ５０の係合突起部５３の頂面５８がクリックばね４０のばね部４２の背面側の凹部４９
の底面４８に実質的に当接する。その結果、クリックばね４０のばね部４２のＧ１方向へ
の撓み変形が、ストッパ５０により、禁止される。従って、ストッパ５０を位置Ｅ２に設
定した状態では、べゼル７０をＢ１方向に回転させようしてもＢ２方向に回転させようと
しても、ストッパ５０により背面４８で支えられたクリックばね４０のばね部４２が逃げ
る余地がないので、係合突起部４３でべゼル７０の窪み７６に係合したクリックばね４０
がべゼル７０の回転を規制ないし禁止する。即ち、べゼル７０に不測の回転が生じる虞れ
が実際上ない。
【００３２】
なお、図５及び図６に示したように、ストッパ５０の突起部５３が、クリックばね４０の
係合突起４３の背面にある凹部４９に嵌ってばね４０の係合突起４３とべゼル７０の窪み
７６との係合や該係合の解除を制御する代わりに、図７及び図８に示したように、ストッ
パ５０の突起部５３Ａがクリックばね４０を越えてべゼル７０の窪み７６内に直接的に突
出・係合可能になっていてもよい。ストッパ５０のこの突起部５３Ａは、図７の（ｂ）及
び図８の（ｂ）に示した例では、クリックばね４０に形成された孔４０ａを貫通してべゼ
ル７０の窪み７６に直接延びる。なお、孔４０ａは、溝などであってもよい。また、図７
及び８に示した例のネジリング６０Ａでは、図５や図６のねじリング６０の縦溝６６の代
わりに、リング６６Ａが嵌められている。リング６６Ａは、例えば、スベリ止めとして働
くプラスチック又はゴム製材料からなり、所望に応じた種々のカラー（色）を有し得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による好ましい一実施例の回転式べゼル装置を備えた携帯時計の一部破断
平面説明図。
【図２】図１の携帯時計の回転式べゼル装置のうちべゼル以外の主な部材（胴、クリック
ばね、ストッパ及びねじリング）の配置の一例を示した斜視説明図。
【図３】図１及び図２の回転式べゼル装置のクリックばねを示したもので、（ａ）は平面
説明図、（ｂ）は正面（側面）説明図。
【図４】図１及び図２の回転式べゼル装置のストッパを示したもので、（ａ）は平面説明
図、（ｂ）は正面（側面）説明図、（ｃ）は（ａ）のＩＶＣ－ＩＶＣ線断面説明図。
【図５】図１の携帯時計において、べゼルの回転が許容されている状態におけるべゼルと
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クリックばねとストッパとの位置関係を示したもので、（ａ）は図１の携帯時計のＶＡ－
ＶＡ線断面説明図、（ｂ）は（ａ）のＶＢ－ＶＢ線断面説明図。
【図６】図１の携帯時計において、べゼルの回転が禁止されている状態におけるべゼルと
クリックばねとストッパとの位置関係を示したもので、（ａ）は図５の（ａ）と同様な断
面で見た断面説明図、（ｂ）は（ａ）のＶＩＢ－ＶＩＢ線断面説明図。
【図７】変形例についての図５と同様な説明図であって、（ａ）は図５の（ａ）と同様な
断面説明図、（ｂ）は（ａ）のＶＩＩＢ－ＶＩＩＢ線断面説明図。
【図８】変形例についての図６と同様な説明図であって、（ａ）は図６の（ａ）と同様な
断面説明図、（ｂ）は（ａ）のＶＩＩＩＢ－ＶＩＩＩＢ線断面説明図。
【符号の説明】
１　回転式べゼル装置
２　携帯時計
２０　胴
２４　環状凹部
２６　切欠
４０　クリックばね
４１　基台部
４２　ばね部
４３　係合突起部
５０　ストッパ
５３　突起部
５５　環状溝部
６０　ねじリング
６３　係合突起部
７０　べゼル
７４　環状凹部
７５ｃ、７５ｄ　傾斜面部
７６　窪み
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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